
福岡財務支局における多重債務問題への取組み
 （令和7年度）

令和8年6月

財務省 福岡財務支局

福岡財務支局では、「多重債務相談窓口」を設置し、専門相談員が借金
でお困りの方からのご相談に応じています。

多重債務相談受付状況
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（１） 受付件数（新規・継続受付）
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４００～５００万円未満 ５００万円以上 不明

（件）

（件）

20代の方からの相談
が増えています

債務額５００万円以上の
ご相談が増えています



佐賀・長崎での巡回相談等もご利用できます。相談日等、ご不明な点はお電話でお尋ねください。

多重債務
相談窓口

借金や家計について一人で悩まず、お気軽にご相談ください（相談無料・秘密厳守）

受付時間 ： 月曜日～金曜日（年末年始および祝日をのぞく） 9:00～17:00

電話連絡先 ： 福岡財務支局 多重債務相談窓口 092-411-7291（直通）

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎本館4階

ご相談を受けて借金の全体像
を把握し状況を整理します。

相談者のご意向や状況に沿っ
て債務整理の方法（※）につ
いてアドバイスを行います。

ご相談内容により具体的な債
務整理の対応先、心の問題の
専門機関、セーフティネット
貸付機関等を紹介します。

債務状況
の把握

アドバイス

専門機関
を案内

裁判所を通さず、
業者と話し合い、
借金の減額や分割
払いの交渉をし、
返済計画を立てる。

裁判所が認める返
済計画に基づき借
金を返済すれば、
元本の一部が免除
される。

裁判所で返済でき
ない状況が認めら
れると、借金の返
済が免除される。

任意整理

自己破産個人再生

裁判所の調停委員
が間に入り、業者
と交渉をする。自
分で手続をするこ
とができる。

特定調停

（※債務整理の方法）

2

ご相談の流れ

2

商品・サービス購入が増えています
 （４） 原因別構成比（新規受付）



福岡財務支局では、多重債務や金融トラブルの未然防止などをテーマにした講演会等に無料

で講師を派遣しており、学校関係、地域サークル、企業など、10名前後から100名を超えるも

のまで様々な団体の方にご利用いただいています。

＜講師派遣のお問い合わせ・お申し込み先＞

福岡財務支局 財務広報相談室
  〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11-1 福岡合同庁舎本館4階

TEL：092-411-5035 FAX：092-477-2255
〇当局講演テーマ（例）
・金融トラブルにあわないために   ・多重債務に陥らないために
・日本の財政の現状について ・金融行政について
・九州北部３県の経済について ほか

※金融経済の出張授業については、J-FLEC（金融経済教育推進機構）の
講師派遣をぜひご活用ください。

金融経済に関して福岡財務支局からの講師派遣をご希望の場合は上記の連絡先へ
お問い合わせください。

～ 講演後にいただいた声～

～ 講演の様子～

・本やテレビでの勉強とは違い、財務支局の方から直接お話を聞くというのは、すごく安心感
があってよかった。第2弾もあったら嬉しい。

・有意義なお話でした。お金の使い方にメリハリをつけて、老後に備えたいと思う。
今日のお話を中学生の孫にも話してあげたい。自分はだまされないは怖いことだと思う。

・身近なところに借金地獄への入り口があいていることがわかり、気を付けて生活しないとい
けないと思った。

・クレジットカードのリボ払いがよくわからなかったので、どういうところに落とし穴がある
のか、利息や手数料の違いなどがわかるようになってよかった。

啓発・講演活動

（当局講師派遣）

（J-FLEC講師派遣）




